
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人森武喜上告趣意第一点について。

　判決をした裁判所の公判廷における自白が、憲法三八条三項の本人の自白に当ら

ないことは、すでに数次の判例において示したとおりである。所論の原審公判調書

記載の供述が証拠力を有し得ることは論なく、その証拠力の判断は一に原審裁判所

の裁量に属する。そして、原審認定の事実は、原判決挙示の証拠で認め得られるか

ら、原判決が証拠によらずして事実を認定したという違法はない。原判決の認定し

た事実は横領の事実であり、窃盗の事実ではない。これを窃盗であるとの主張は、

原判決の認定しなかつた事実を主張するものであつて、事実誤認の非難に帰着し、

法律審に対する適法な上告理由ではない。

　同第二点について。

　人を恐喝して財物を交付せしめる場合には恐喝罪が成立する。本件のように公務

員がその職務を執行するの意思がなく、ただ名をその職務の執行に籍りて、人を恐

喝し財物を交付せしめた場合には、たといその被害者の側においては公務員の職務

に対し財物を交付する意思があつたときと雖も、当該公務員の犯行は、収賄罪を構

成せず恐喝罪を構成するものと見るを相当とする。すなわち、被害者の側では公務

員たる警察官に自己の犯行を押さえられているので処罰を怖れて財物の交付をする

のであつて、全然任意に出でた交付ということはできないから、恐喝罪のみを構成

するものである。原判決が被告人の判示同旨の供述の外に被害者Ａの寛大な取扱を

受けたくて交付したとの供述を証拠として原判示の事実を認定したことは、何等証

拠に矛盾は存在しないのである。被告人が名を職務の執行に籍りて金員を喝取せん

とした事実は原判決の認定した事実であつて、所論のようにこれを職務執行である
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と主張することは、原判決の認定しない事実を主張することに帰着し、適法な上告

理由と認め難い。論旨は採ることを得ない。

　よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

　この判決は裁判官全員の一致した意見である。
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